
カスタマーハラスメントに関するアンケート 結果【概要】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問７ あなたはカスタマーハラスメントを受けたことがありますか。（過去５年間） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 10 どのようなカスタマーハラスメントでしたか。（複数回答可） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 17 あなたがカスタマーハラスメントを受けた後、心身の状態に何か変化はありましたか。 

（複数回答可） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

侮辱・大声・脅迫など威圧的・乱暴な言動 

長時間にわたる拘束（窓口・電話など） 

担当者変更要求 

無視・対応拒絶 

長時間にわたる居座り（退去の拒否） 

土下座など、不当な謝罪の要求 

性的な言動 

程度を超えた金銭的な要求 

インターネット上への掲載、書き込み 

殴るなどの暴行・身体接触 

スマートフォン等による動画や画像の撮影 

その他 

嫌な思いや不安な気持ち、不快感が続いた 

腹立たしい気持ちになった 

また、同じことが起こるのではと憂鬱になった 

業務のパフォーマンスが低下した 

元気がなくなった 

退職を考えた 

眠れなくなった 

体調が悪化した 

食欲がなくなった 

特に変化はあらわれなかった 

その他 

無回答 

・実施期間  令和７年６月９日（月）～７月３１日（木） 
・調査方法  インターネットを活用したＷＥＢ形式のアンケート 
・回 答 数  総数１,７８６人（男性８０７人、女性９５０人、その他３人、不回答２６人） 
 

～ 結 果 ～ 
・多くの方がカスハラを受けた経験があり、カスハラに苦痛を受けていることが分かりました。 
・カスハラ防止条例の制定に期待する人が多いことが分かりました。また、条例に書いて欲しい内容と 
 して、「カスハラの定義」や「カスハラの禁止」の規定を希望する人が多いことが分かりました。 
・条例に「氏名公表などの制裁的措置」を設けることについては、賛成と反対で意見が分かれました。 

上位２つが３位以下を

大きく引き離し、カス

ハラの大部分を占めま

した。 

ある

58%

ない

33%

わからない

8% 無回答

1%

６割近くの人がカスハラを受けて

いることが判明しました。 

カスハラにより、「嫌な

思い等をした」が85％、

「退職を考えた」が

21％もあるなど、就業

者に大変な影響を与え

ていることが窺えまし

た。 



 

問 32 カスタマーハラスメント対策として、何が効果的だと思いますか。（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 36 あなたの身の回りで、カスタマーハラスメントの件数は以前と比べてどう感じますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 37 カスタマーハラスメントは社会における重大な問題と思いますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

複数人での対応 

外部組織（警察、弁護士など）との連携強化 

電話への通話録音装置の導入 

必要以上のクレームに対する電話の打ち切り 

職場内における仲間意識や一体感の醸成 

防犯カメラの設置 

従業員向けマニュアルの策定 

従業員研修の実施・強化 

相談窓口の設置・周知 

ポスターの掲示等による来訪者への周知 

電話へのナンバー・ディスプレイの導入 

わからない 

その他 

増えていると

感じる

27%

どちらかとい

えば増えてい

ると感じる

26%
どちらかといえば

減っていると感じる

9%

減っている

と感じる

4%

変わらない

14%

わからない

20%

いずれも就業者個人で

の対応が困難なものが

多く、組織的な対応の

必要性が裏付けられた

格好となりました。 

「増えていると感じる」「どちらか

といえば増えていると感じる」を

合わせて53％と、半数以上の人が

「カスハラが増えている」と感じ

ていました。 

一方、「カスハラが減っている」と

感じる人は13％に留まりました。 

「思う」「どちらかといえば思う」

を合わせて95％の人がカスハラを

重大な問題と捉えていました。 
思う

75%

どちらかと

いえば思う

20%

どちらかとい

えば思わない

1%

思わない

1%
わからない

3%



 

問 41 岡山市で「カスタマーハラスメント防止条例」が必要と思いますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 43 仮にカスハラ条例をつくる場合、何を規定すべきですか。 

 （５つまで複数回答可（その他を選んだ場合は６つまで）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 44 条例にカスハラ行為者の氏名公表などのペナルティを設けることをどう考えますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

制作 岡山市議会 議会局 政策調査課（電話 ０８６－８０３－１５３６） 

発行 令和７年 11月 

制定すべき

59%

どちらかといえば

制定すべき

27%

どちらかとい

えば制定する

必要はない

2%

制定する必要

はない

3%
わからない

9%

カスタマーハラスメントの定義 

カスタマーハラスメントの禁止 

行為者に対する氏名公表や過料などのペナルティ 

顧客等の責務 

事業者の責務 

市による指針・ガイドラインの策定 

市による相談・支援・啓発 

就業者の責務 

市の責務 

不当に顧客等の権利を侵害することの禁止 

事業者による相談窓口設置、手引き策定の努力義務 

わからない 

特になし 

その他 

「制定すべき」「どちらかといえば

制定すべき」を合わせて86％の人

がカスハラ防止条例制定の必要性

を感じていました。 

罰則（ペナルティ）を設けることは条例制定における大きな論点の一つですが、意見が賛成と反対に
大きく割れた形となりました（詳細は自由記述参照）。いずれも一長一短あり、改めて難しい問題であ
ることが判明しました。 

賛成意見の例として、「条例に抑止力を持たせるためにはペナルティが必要」「悪質なものに対しては
必要」等がありました。 

一方、反対意見の例として、「氏名公表はやりすぎ」「定義があいまいで判断がつきにくい」「事案ご
とに専門家から意見を聴くコスト等に見合う防止効果がない」等がありました。 

１位は「カスハラの定
義」でした。条例にカ
スハラの定義が明確
に規定されることで、
カスハラ行為者に対
し、「その行為がカス
ハラに該当すること」
を説明しやすくなる
効果が期待されてい
ると思われます。ま
た、２位は「カスハラ
の禁止」でした。カス
ハラとして定義され
たものを禁止するこ
とで、こちらの優先度
も高いことが窺えま
した。 


